
指定管理者

　駿府城公園ランドマーク共同事業体

　代表者 公益財団法人静岡市まちづくり公社

　理事長  宛

月 日 （ ）

時 分

利 用 す る 団 体 の 名 称 等

〒 ー

責 任 者 （ 引 率 者 ）

携　帯

勤務先

□ 東御門・巽櫓

□ 坤櫓

□ 紅葉山庭園

□ 小中学校、保育所、認定こども園等の利用

□ 上記行事の下見

□ 視察

□ 児童福祉施設、保護施設、老人福祉施設、障害者支援施設の利用

□ 上記行事の下見

□ 報道又は取材目的の利用

□ 旅行業者の業務での利用

□ 市又は指定管理者の事業のために必要と認められる範囲の利用

大人 人

小人 人

合計 人

　 管理者確認欄

2026/5/12改訂

利 用 施 設

免 除 区 分

※ 該 当 区 分 に ✓ を 記 載

入場者内訳 備　　考

連 絡 先 電 話 番 号

※ 当 日 連 絡 が 取 れ る 番 号
ー ー

駿府城公園施設利用料金免除申請書
【東御門・巽櫓、坤櫓、紅葉山庭園（茶室を除く）】

令和3年静岡市告知第181号の基準に基づき、利用料金の免除を申請します。

入 場 年 月 日 ・ 時 刻

所 在 地

年

　午前・午後

　令和

受付印

受付者 課長 主査 嘱託員 係


